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春合宿第三問  弁護側レジュメ                            2008/02/16 

文責：１班 
１． 反対尋問 
（１） Ⅵ 本問の検討 において、ＸがＹの胸部をナイフで刺すという行為と、Ｙの転落死との間の因

果関係を問題としているが、転落死の結果との間で問題となる実行行為はＸの掴みかかろうとし

た行為ではないのか。 
（２） ＸがＹを焼死させようとしたという故意の評価をなしていないのはなぜか。 
 
２． 立論 
ＸにはＹに対する傷害罪（204条）、殺人未遂罪（199条、203条）及び過失致死罪（210条）が成
立し、これらは吸収一罪となる。 
 
（１）傷害罪（204条）について 
Ｘは「Ｙとの喧嘩の際、Ｙに傷害を負わせた」行為につき、傷害罪（204条）の罪責 
を負う。 
（２）殺人未遂罪（199条、203条）について 

Ｘの「殺意を持って、傍らにおいてあったナイフで倒れているＹの胸部を数回突き刺し」Ｙに重

傷を負わせた行為につき、殺人未遂罪（199条、203条）が成立する。 
（３）過失致死罪（204条）について 

Ｘが掴みかかった行為によってＹは転落死しているが、ＸはＹを連れ戻して焼死させようとして

いたことから、Ｘの認識した因果経過と現実に発生した因果経過が異なるといえる。したがって、

因果関係の錯誤により構成要件的故意が阻却される可能性が生じる。 
ア．この点、そもそも、前提として因果関係の認識が構成要件的故意の成立に必要か問題とな

るも、行為と結果との間の因果関係は行為者に結果を帰責するための重要な要件となるため、結

果犯の故意については、行為と結果のみならず、行為から結果に至る因果の経過についての認識

を有することも必要であると解する。 
イ．しかし、ここでＸが認識していた因果経過は、Ｙを引きとめ放火して焼死させることであ

る。 
そして、①１度ＸはＹを同階内に引き戻したという前例が存在していたこと、②Ｙが 1.5m と
いう近距離に存在する隣のビルへと逃げることが可能であることは，Ｘは当然に予見できたこと、

③ＸはＹに対して殺意を持っていたのであるから、そもそもＹが転落することを予見できたので

あれば、それを放置すればよく、引き止めて放火して焼死させるという煩雑かつ迂遠な手段をと

ろうとすることは考えられないことから、ＸがＹに掴みかかった行為によりＹの死亡という結果

を惹起することは、Ｘには認識し得なかったものといえる。 
したがって、Ｘの認識していた因果経過と現実に生じた因果経過とは、相当因果関係の範囲内

にあるとはいえず、Ｘには因果関係の錯誤があるといえるから、Ｘの故意は阻却される。 
ウ．よって、ＸのＹを転落死させた行為については、過失致死罪（210 条）が成立するにとどま
る。 
                                  以上 


